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そうだね。 

『選定療養』って 

いうんだ！ 

ジェネリック医薬品があるお薬で、 

先発医薬品を希望した場合、特別の料金を 

支払う必要があるの？ 

６月から？ 

先発医薬品と後発医薬品の 

価格差の 1/2相当の料金のこと︖ 
特別の料金って 

いうのはね、 

1/4→1/2へ 
改訂されたんだ 

詳しくは厚生労働省の HP をご参照ください  

こんなイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

先発医薬品が 1錠 100円、後発医薬品が 1錠 60円

の場合、価格差は 40円となる。 

この差額の半分である 20円を、通常の自己負担 

（1～3割）に加えて、特別な料金として負担する。 

先発医薬品の使用は 

ハードルが高くなったね︖ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
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